
ワクチン接種等業務に係る個人情報の流れ（個別接種会場（医療機関）の場合）

接種券 予診票

（資料４７ー５）

委託先３：医療機関

個別接種会場（医療機関）

①接種券及び予診票
持参のうえ、来院

区民

②受付
（本人確認）

③予診票の確認
（記入漏れ等の確認）

④予診及びワクチン接種

接種記録ＤＢ

内閣官房

ワクチン接種記録管理
システム

【インターネット】

⑤接種結果の入力
（接種券のバーコード・
OCR読み取り等）

国から配布される専用
タブレットで行う。

国から配布される専用タブレット
でのみアクセスが可能

⑥接種済証・予診票控
の発行（当日手渡し）

新宿区

⑦予診票の提出
（郵送）

通信暗号化
（SSL）

・接種券の氏名と本人確認書類（運転免許
証、被保険証等）を照合し、本人確認を行う。

・２回目の接種の際は、接種券と接種済証が
一体となっているため、１回目と２回目の接種
期間（標準期間は３週間）を目視で確認で
きる。

【タブレットの情報保護対策】
・タブレットは、ワクチン接種記録システムへの
アクセス専用のものとし、国が支配布する。
・端末へのログイン時のパターンロック解除
・アプリケーションの無効化 ・台帳管理 ・ウイルス対策
・鍵付きキャビネットへの保管 ・操作ログ管理
・暗号化によるデータ送信及び送信後データは端末上か
ら自動削除
・紛失・盗難事故発生時の位置情報確認、リモートロック

予診票

接種券

接種済証

予診票
（本人控）

予診票
（請求用）


